
令和８年度当初埼玉県消費生活支援センター会計年度任用職員 

（主任消費生活相談員）募集要項 

 

埼玉県では、次のとおり埼玉県消費生活支援センターに勤務する会計年度任用職員（主

任消費生活相談員）を募集します。 

 

１ 職務内容・募集人員等 

（１）募集職種 

主任消費生活相談員 

（２）募集人員 

 埼玉県消費生活支援センター熊谷  １名 

（３）勤務場所 

 埼玉県消費生活支援センター熊谷 

（熊谷市末広３－９－１ 熊谷地方庁舎３階） 

（４）職務内容 

ア 消費生活に関する相談及び苦情の処理並びに消費者啓発業務 

イ 県が取り組む広域的、専門的な課題への対応及び市町村支援 

ａ 「問題解決プロジェクトチームの核」の役割 

主任消費生活相談員、職員及びアドバイザー弁護士で構成する「問題解決プロ 

ジェクトチーム」の中核として、専門的かつ困難な事案、広域にわたる相談 

事案について、課題解決に向けた分析・検討等 

ｂ 市町村巡回訪問、共同処理を通じ、市町村の相談窓口の支援 

  ウ 「相談員の相談員」の役割 

    県・市町村の消費生活相談員から個別案件に関する相談を受け、助言、情報提供、  

    対応方針の検討等 

（５）任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることがあります。 

 

２ 応募資格 

（１）次のいずれかの資格を有し、かつ、令和８年４月１日現在で、消費生活相談の事務に

通算して８年以上従事した人 

   ア 消費生活相談員（国家資格） 

    イ 独立行政法人国民生活センターが認定した「消費生活専門相談員」 

    ウ 一般財団法人日本産業協会が認定した「消費生活アドバイザー」 



    エ 一般財団法人日本消費者協会が認定した「消費生活コンサルタント」 

（２）地方公務員法第１６条に規定する次の欠格条項のいずれかに該当する人は応募でき

ません 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

イ 埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 勤務条件 

（１）勤務日 

週４日２９時間 

※原則として土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。ただし、当番制により土曜

勤務があります。 

（２）勤務時間 

午前８時４５分から午後５時まで（休憩時間６０分） 

（３）報酬 

月額 ２４９，８００円 

※報酬は、学歴・経験等を考慮の上、決定します。 

（４）諸手当 

期末手当及び勤勉手当 

（５）交通費 

実費相当分を支給（県の規定による） 

※通勤距離の片道が２ｋｍ未満の場合等には支給されません。 

（６）社会保険 

健康保険（共済組合）、厚生年金保険、雇用保険に加入 

（７）有給休暇 

   年次休暇１０日（初年度）・夏季休暇４日(５月から１０月の期間内) 

   （県の規定による。変更される場合があります。） 

※1 「３ 勤務条件」については、採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合

は、その定めによるところにより変更します。 

 ※2 令和８年度予算の成立状況等によっては、勤務条件が変更されたり、採用されな  
    かったりする場合があります。  

 

 



４ 選考方法 

（１）一次審査：提出書類による書類審査 

結果は書類受付後、応募者全員に発送します。 

（２）二次審査：一次審査の合格者を対象に論文及び面接 

   論文のテーマは、一次審査の結果とともにお知らせします。あらかじめ記述して、 

   面接時にお持ちください。 

面接及び論文の日程は一次審査の結果の際に併せてお知らせします。 

結果については、二次審査終了後、７日以内に発送します。 

 

５ 提出書類 

（１）履歴書（様式第１号）、身上書（様式第２号） 

※ 任用試験の結果や面接の日程等を連絡するため、連絡先となるメールアドレス及

び電話番号を間違いのないように記入してください。 

（２）資格を証する書類の写し 

 

６ 申込期限等 

（１）申込方法 

応募書類を埼玉県消費生活支援センター（本所）まで直接持参するか、下記応募・ 

問合せ先まで郵送してください。郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員 

（主任消費生活相談員）採用選考申込書在中」と朱書きしてください（電子メール 

及びＦＡＸでの応募は御遠慮ください。） 

（２）受付期間 

令和８年２月２０日（金）まで 

＊郵送の場合 令和８年２月２０日（金）必着 

＊直接持参の場合 受付時間 午前９時から午後５時まで（土曜・日曜・祝日は除く） 

 

７ 応募・問合せ先 

  埼玉県消費生活支援センター（本所） 相談担当 春日 

   〒３３３－０８４４ 川口市上青木３－１２－１８ SKIP シティＡ１街区２階 

   ＴＥＬ ０４８－２６１－０９７８ 


